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令和８年度 

償却資産（固定資産税）申告の手引き 
江 津 市 

 平素は、当市税務行政に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、固定資産税は、土地や家屋のほか、事業の用に供することができる償却資産（構築物、

機械装置、工具、器具、備品など）に対しても課税されます。 

 この償却資産の所有者は、地方税法第３８３条の規定により毎年１月１日（賦課期日）現在 

における事業用償却資産について、市へ申告していただく必要があります。 

 つきましては、この申告の手引きを参考に償却資産申告書を作成し、期限までに必ず提出して

いただきますようお願いいたします。 

なお、不申告または虚偽の申告をした場合は、地方税法の規定により過料または罰金等が科せ

られることがあります。 

申告期限 令和８年２月２日（月）必着！ 

  （事務処理の都合上、必ず上記期限までに提出していただきますようお願いします。） 

 

 

   

 

 

 

Ⅰ．償却資産の申告について 

１．申告していただく方 

・令和８年１月１日（賦課期日）現在、江津市内で土地及び家屋以外の事業用の償却資産

（江津市内で貸付けている資産も含む。）を所有されている法人又は個人。 

・資産の評価額（課税標準額）の合計が１５０万円未満で課税されないと思われる場合で

も申告は必要です。 

・該当する資産をお持ちでない方は、お手数ですが申告書備考欄に「該当資産なし」と記

入して提出してください。 

・休業・廃業・解散などされている方は、お手数ですが申告書備考欄にその旨を記入して

提出してください。 

 

２．申告の方法と提出書類 

（１）前年度に申告された方 

申告用の書類を送付しています。 

ただし、前年度にエルタックスや独自の用紙で提出された方には申告用紙は同封して

おりません。申告用紙が必要な場合はご連絡いただくか、当市ホームページからダウン

ロード・印刷して使用ください。 

・令和７年１月２日から令和８年１月１日までに増加した資産及び減少した資産につい

て申告してください。 

・令和８年１月１日以前に取得した資産で、市外から移動してきた資産や申告漏れ等の

資産についても申告してください。 

  申申告告書書提提出出先先及及びびおお問問いい合合わわせせ先先     

〒６９５－８５０１ 島根県江津市江津町１０１６番地４ 

江津市役所 税務課 固定資産税係 

℡０８５５－５２－７９３２（直通） 

 



 2 / 6 

 

・前年中に資産の増減がなかった場合も申告書の提出が必要です。お手数ですが申告書

の備考欄に「増減なし」と記入して提出してください。 

提出書類 

・償却資産申告書（償却資産課税台帳）－緑色の用紙 

・種類別明細書－緑色の用紙（増加資産・全資産用）、赤色の用紙（減少資産用） 

 

（２）初めて申告される方（令和７年中に新たに事業を開始された方等） 

  新たに償却資産の取得が見込まれる方にも申告用の書類を送付しています。 

・令和８年１月１日現在に所有されている資産の全部を記入して申告してください。 

提出書類 

・償却資産申告書（償却資産課税台帳）－緑色の用紙 

・種類別明細書（増加資産・全資産用）－緑色の用紙 

※書ききれない場合は、適宜コピーして記入願います。 

※差し支えなければ、税務署申告用の減価償却資産内訳書等の写しを添付していただ

きますようお願いいたします。 

   

（３）個人の方が申告する際に提出書類と共に必要となる本人確認書類について 

    ①郵送で申告書を提出する場合 

     下記②③の場合と同じ書類の写しを同封してください。なお、マイナンバーカードは 

     個人番号が裏面に記載されているため、両面の写しを同封してください。 

    ②本人が窓口で申告書を提出する場合（下記ア，イのいずれか） 

     ア 申告者本人のマイナンバーカードまたは住民票（個人番号が記載されたもの） 

および運転免許証などの写真付身分証明書 

     イ 申告者本人のマイナンバー通知カードおよび運転免許証などの写真付身分証明書 

    ③代理人が申告書を提出する場合（下記アからウの全て） 

     ア 申告者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの写しもしくは 

       住民票（個人番号が記載されたもの） 

     イ 代理人本人の運転免許証などの写真付き身分証明書 

     ウ 申告者本人からの委任状等 

※申告書を郵送で提出される方で、受付印押印済みの申告書の控えの返送を希望される場

合は、返信用封筒と切手を同封してください。 

 

 

３．エルタックスでの申告 

エルタックス（地方税ポータルシステム）は、地方税に関する総合窓口として、インタ

ーネットを通じて広くご利用いただけるシステムです。エルタックスを利用して電子申告

をする場合は、電子証明書の取得や利用の届出など、所定の手続きが必要です。詳しい内

容や手続きについては、地方税共同機構のエルタックスの HP（http://www.eltax.jp/）を

ご覧ください。 
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４．申告書提出期限 

令和８年２月２日（月）までに必ず届くように提出をお願いします。 

 

５．申告されない方、虚偽の申告をされた方 

正当な理由がなく申告しなかった場合には、地方税法第３８６条の規定により過料を科

され、また虚偽の申告をした場合には、地方税法第３８５条の規定により罰金等を科せら

れることがあります。 

 

 

Ⅱ．償却資産のあらまし 

１．償却資産とは 

固定資産税における償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資

産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の

計算上、損金または必要な経費に算入されるもの（これに類する資産で法人税または所得

税を課されない方が所有するものも含みます。）をいいます。 

 

２．償却資産の種類と具体例 

下表は償却資産の対象となる主な資産の例示です。 

 

資産の種類 具   体   例 

１ 

構 

 

築 

 

物 

構 築 物 
門、塀、擁壁、広告塔、舗装路面(駐車場)、屋外排水溝、焼却炉、緑化施設 

(庭園)、貯水槽、その他土地に定着した設備 

建 物 
プレハブ等の建物で、基礎がない又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な

建物(家屋として評価されていない建物) 

建 物 付 属 

設 備 

建築設備のうち償却資産として扱うもの 

テナント(賃借人)の方が借家に附加した建築設備・内装 

２ 機械及び装置 

金属・印刷・縫製等の製造加工機械、建設機械(パワーショベル、ブルドーザー

等：ナンバープレートの分類番号が０、００～０９、０００～０９９)、太陽光発電設備、

その他産業機械及び装置 等 

３ 船 舶 
一般船舶、漁船、モーターボート、ヨット、遊覧船等(ただし、推進器を有し 

ないしゅんせつ船等は、「２機械及び装置」に入ります。) 

４ 航 空 機 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等 

５ 車両及び運搬具 

フォークリフト、ショベルローダー等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分

類番号が９、９０～９９、９００～９９９)、その他運搬車 

※自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは該当しません 

６ 
工具・器具及び 

備 品 

ロッカー、応接セット、テレビ、音響機器、パソコン、コピー機、ワープロ、 

ファクシミリ、陳列ケース、冷暖房機器、冷蔵庫、製氷機、洗濯機、電話機、 

看板、金庫、室内装飾品、厨房用品、医療機器、理美容機器、各種工具、カラ 

オケ機、パチンコ機、観賞用生物、その他営業用備品 等 
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３．申告の対象となる資産 

    毎年１月１日（賦課期日）現在において、事業の用に供することができる資産です。 

なお、次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象と 

なります。 

① 簿外資産であるが事業の用に供している資産 

② 決算期以後に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産 

③ 償却済み資産（減価償却期間が終わり、残存価格のみ帳簿に計上されている資産） 

④ 割賦金が完済されていない資産であっても、すでに事業の用に供している資産 

⑤ 改良費、修繕費等のうち、資本的支出として資産計上した資産（資本的支出として資

産計上した資産は、本体部とは別に新たな資産の取得として扱います。） 

⑥ 建設仮勘定で経理されている資産のうち、事業の用に供している資産 

⑦ 遊休資産・未稼働資産で、いつでも事業の用に供することができる資産 

⑧ 赤字決算等のため減価償却を行っていないが、本来は減価償却が可能な資産 

⑨ 清算中の法人で、清算事務のために使用または他の事業者に貸し付けている資産 

⑩ 福利厚生用資産 

⑪ 耐用年数が１年未満または取得価格が２０万円未満の償却資産であっても、個別償却

している資産 

⑫ 租税特別措置法による即時償却等の適用資産（例：租税特別措置法第６７条の５の規

定に基づく中小企業者が取得した３０万円未満の損金算入特例の適用資産） 

   ※リース資産はリース会社の所有物ですから、貸主であるリース会社が申告することにな

ります。ただし、リース期間が終了した後、無償で譲渡されることを条件に借りている

場合や割賦販売の場合は、借主が申告することになります。 

 

４．申告の対象とならない資産 

次の資産は課税の対象となりませんので申告の必要はありません。 

① 自動車税・軽自動車税の課税対象となる資産（二重課税を行わないため） 

例：自動車、軽自動車、自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車（長さ４．７

ｍ以下かつ幅１．７ｍ以下かつ高さ２．８ｍ以下で最高速度１５km/ｈ以下のもの）、

小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラ 

② 生物（観賞用・興行用生物は申告が必要です） 

③ 無形減価償却資産（例：特許権、実用新案権、ソフトウェア等） 

④ 繰延資産（例：開業費、試験研究費等） 

⑤ 棚卸資産（商品、貯蔵品等） 

⑥ 耐用年数が１年未満または取得価額が１０万円未満の償却資産で、一時に損金または必要

経費に算入している資産 

⑦ 取得価額が単価２０万円未満の償却資産で、税務会計上３年間で一括償却を行うことを選

択した資産 

⑧ 法人税法第６４条の２第１項または所得税法第６７条の２第１項に規定するリース資産で

取得価格が２０万円未満の資産 

 

５．建築付属設備における家屋と償却資産の区分 

    建築設備については、家屋と償却資産に区分して課税することになっています。 

    家屋における建築設備とは、家屋の所有者が所有する建築設備で、家屋に取り付けられ、

家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものです。 
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    これに対し、償却資産における建築設備とは、家屋の所有者と同一人が所有する設備で、

主に次のとおりです。 

① 構造的に簡単に取り外しできるもの 

② そのものの効用にしたがって他に転用できるものであって、そのもの自体に資産価値

のあるもの 

③ 家屋と一体となって効用を発揮するものであっても、家屋自体の効用を高めないもの 

④ 家屋から独立した機械設備としての性格を有するもの 

⑤ 工場等における特定の生産用または業務用のもの 

※テナント（賃借人）が自費で借家に内装や電気、ガス、その他の設備を取り付けた場合

は、テナント（賃借人）が申告することになります。 

 

Ⅲ．償却資産の課税について 

１．納税義務者 

毎年１月１日現在の償却資産の所有者です。償却資産を賃貸している場合も含みます。 

 

２．税率・税額 

税率は１．５５／１００です。課税標準額（土地・家屋・償却資産の合計額で千円未満

は切捨て）に税率を乗じた額（百円未満は切捨て）が税額となります。 

３．課税標準額 

毎年１月１日（賦課期日）現在の評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の

特例の適用がある場合には、評価額に特例率を乗じた価格が課税標準額となります。 

 

４．免税点 

償却資産の課税標準額の合計が１５０万円未満の場合は課税されませんが、その場合で

も申告は必要です。 

 

５．納期 

    年４回（５月、７月、１２月、２月）です。 

    実際の納期限は、毎年４月下旬に送付する「納税通知書」でご確認ください。 

 

６．過年度修正 

今回の申告において、取得年月が令和７年１月１日以前に取得していた申告漏れ資産を

申告された場合には、該当する過年度（令和３年度、４年度、５年度、６年度、７年度）

の申告についても修正申告が必要です。 

 

７．償却資産の評価方法 

    償却資産の評価は、償却資産の取得年月日、取得価額及び耐用年数に基づき、申告して

いただいた資産の評価額を一品ごとに算出します。 
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◆評価額の算出方法 

取得時期 償却資産評価額 

前年中に取得した資産 取得価額×減価残存率（１－Ｒ×１/２） 

前年前に取得した資産 前年度評価額×減価残存率（１－Ｒ） 

（注）１．Ｒは耐用年数に応ずる減価率（「固定資産評価基準」別表１５より） 

    ２．減価残存率は小数点以下第３位未満切捨て 

※以後、毎年この方法により算出し、評価額が取得価額の５％になるまで減価します。 

評価額が取得価額の５％を下回る場合は、最低限度額である取得価額の５％が評価

額となります。 

 

◆計算例 

  応接セット（接客用）を取得した場合 

   取得時期：令和７年２月 取得価額：４５０，０００円 耐用年数：５年 

     

・令和８年度 ４５０，０００円×０．８１５＝３６６，７５０円 

   ・令和９年度 ３６６，７５０円×０．６３１＝２３１，４１９円 

   ・令和１０年度 ２３１，４１９円×０．６３１＝１４６，０２５円 

      ～途中省略～ 

・令和１４年度 ３６，６８６円×０．６３１＝２３，１４８円 

・令和１５年度 ２３，１４８円×０．６３１＝１４，６０６円＜２２，５００円（５％） 

 

※令和１５年度で算出額が取得価額の５％（最低限度額）を下回るので、令和１５年度以

降は２２，５００円が評価額となります。 

 

 


